別表(第9条、第13条関係)
神岡野球場使用料
区分


使用料の額

神岡野球場
野球場等使用料(1時間当たり)

1,260円


夜間照明施設設備使用料(1時間当たり)

8,400円


附属施設設備使用料
放送設備(1時間当たり)
250円



スコアボード(1時間当たり)
250円



シャワー(1使用につき)
1,260円

その他の野球場


420円

備考
1　使用時間は、1時間に満たない場合は1時間とする。
2　1使用とは、球場の使用許可時間内の使用とする。



西仙北緑地運動広場野球場使用料
区分
使用の単位
使用料の額

野球場及び管理棟
1時間当たり
1,000円

備考　使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算した使用料を徴収する。



鴬野運動場使用料
施設の名称
単位
使用料の額

鴬野運動場(野球場)
1時間につき
2,100円


1日につき
14,700円

八乙女球場使用料
施設の名称
使用料




区分

使用料の額

野球場のグラウンド及び観覧席
アマチュアスポーツに使用するとき
1時間につき
2,100円



1日につき
14,700円


その他の催物に使用するとき
1時間につき
8,400円



1日につき
63,000円

スコアボード及び
カウントシグナル
1時間につき

840円

放送設備
1時間につき

840円

野球審判用具
1時間につき

420円

夜間照明灯
1時間につき

8,400円

サン・スポーツランド協和野球場使用料
区分

使用料の額

野球場(1時間当たり)

1,200円

夜間照明設備(1時間当たり)

7,200円

スコアボード
(1時間当たり)
全面使用
1,900円


得点部のみ
1,000円

放送設備(1時間当たり)

500円

審判用具一式(1時間当たり)

300円

備考

使用時間は、1時間に満たない場合1時間とする。

南外運動場使用料
区分
使用の単位
使用料の額

運動場
1時間当たり
300円

南外山村運動広場使用料
区分
使用の単位
使用料の額

運動広場及び管理棟
1時間当たり
300円

仙北球場使用料
使用時間及び使用施設
使途区分

1時間当たりの使用料の額





グランド及び観覧席他(スコアボード、放送設備一式を除く。)
スコアボード(カウント表示盤含む。)
放送設備一式

アマチュアスポーツに使用する場合
入場料を徴収しない場合
1,000円
100円
100円


入場料を徴収する場合
2,000円
200円
200円

その他の催物に使用する場合

5,000円
500円
500円

備考　使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該施設を1時間として計算した使用料を徴収する。
太田球場使用料
区分
使用の単位
使用料の額

グラウンド、ベンチ及び観覧席
1時間につき
2,400円


1日につき
19,200円

夜間照明施設
1時間につき
10,000円

放送室、スコアボード及び本部室
1時間につき
1,000円


1日につき
6,000円

選手控室及びシャワー室(片側1室)
1時間につき
1,000円


1日につき
6,000円

ピッチングマシーン(1台)
1時間につき
1,000円


1日につき
6,000円

サブグラウンド
1時間につき
1,200円


1日につき
9,600円

備考　営利を目的として使用する場合の野球場の使用料の額は、この表に定める使用料の額の5倍とする。
